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「〈あきぎん〉ビジネスポータル」利用規約 
 

第 1 条（適用およびサービス構成） 

     

「〈あきぎん〉ビジネスポータル」利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社秋田銀行

（以下「秋田銀行」といいます。）が提供するプラットフォームサービスである「〈あきぎん〉ビジネ

スポータル」（以下「本サービス」といいます。）の利用に関し、利用者（以下「ユーザー」といいま

す。）と、本サービス内で特定の機能を提供するエメラダ株式会社（以下「当社」といいます。）、株

式会社 NTTデータ（以下「NTTデータ」といいます。）との間の権利義務関係を定めるものです 。 

本規約は、本サービスの機能の全部又は一部および秋田銀行が提供するサービスである「〈あきぎん〉

ビジネスＩＢサービス」のうち「残高照会機能」と「入出金明細機能」（秋田銀行の口座残高と入出金

明細をビジネスＩＢサービス上及び本サービス上で照会することができる機能）の利用者（以下「ユー

ザー」といいます。）と当社との間の本サービスの利用にかかる一切の関係に適用されるものです。

（ただし、本サービスに関して当社が提携する金融機関その他の明示的に本規約の対象から除外された

ユーザーを除く。） 

本サービスを構成する各機能の提供主体は以下の通り定義されます。 

● 秋田銀行提供機能：本サービスのプラットフォーム運営、および「〈あきぎん〉ビジネスＩＢ（機能

限定版）サービス」に関連する「残高照会機能」「入出金明細機能」  

● NTT データ提供機能：本サービス利用時の本人確認および認証（シングルサインオン）機能、ID連携

サービス 

● 当社提供機能：本サービス内で提供される「エメラダ・キャッシュマネージャー」（以下「ECM機能」

といいます。）の各機能 

「エメラダ・キャッシュマネージャー」の機能は以下のとおりです。 

①「資金繰り把握機能」（複数の金融機関の口座を連携することで、会社の資金繰り状況を管理でき

る機能） 

②「請求管理機能」（請求書の電子的な作成、メールによる送付、電子保存等を行える機能） 

③「支払い管理機能」（請求書データから AI OCRを活用して振込データを自動作成ができる機能）        

④「ファイル管理・共有機能」（請求書等の会社帳簿の電子的な保存及び、システム上での共有がで

きる機能） 

⑤「請求書カード払い機能」（非加盟店向けの支払いをクレジットカード決済にする機能）」 等 

尚、ユーザーが請求書カード払いの利用を希望する場合は、本規約に加えて、別途定める「請求書

カード払い サービス利用規約」への同意が必要となります。 

 

第 2 条（利用登録） 

 

ユーザーとなろうとする者が当社の定める方法によって利用登録を申請した場合、当社がこれを承認す

ることによって利用登録が完了した時をもって、ユーザーとなります。 

当社は、ユーザーとなろうとする者に下記の事由があり、又はそのおそれがあると判断した場合は、利

用登録の申請を承認しないことがあります。また、当社は利用登録の承認を保証するものではなく、ま

た、利用登録の承認又は不承認の理由については一切の開示義務を負わないものとします。 

● 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 

● 本規約および当社の定める要領やその他の規則に違反したことがある方からの利用申請であった場合 

● その他、利用登録を承認することが相当ではないと当社が判断した場合 

 

第 2 条の 2（利用申込みおよび本人確認） 

1.本サービスの利用を希望する者（以下「利用申込者」といいます。）は、秋田銀行所定の方法により、

本サービスの利用申込みを行うものとします。 

2.前項の利用申込みにあたり、利用申込者は、秋田銀行または秋田銀行が指定する ID連携サービスにお

いて、本人確認手続を受けるものとします。 

3.前項の本人確認手続が完了し、かつ、当社が当該利用申込みを承認した場合に、利用登録が完了する

ものとします。 

4.本人確認手続の具体的な方法、必要となる情報その他の詳細については、秋田銀行または ID連携サー

ビス提供者が別途定めるものとします。 
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第 2 条の 3（本人確認および認証方式） 

1.本サービスの利用にあたっては、秋田銀行が指定する ID 連携サービス（BizSOL_Lite）によるシング

ルサインオン方式を用いて、本人確認および認証が行われます。 

2.ID連携サービスにおける利用者 ID、パスワードその他の認証情報の発行、管理、変更、失効、利用停

止等は、当該 ID連携サービス提供者および秋田銀行の責任と負担において行われるものとし、当社は

これらの認証情報の真正性、有効性その他一切の事項について責任を負わないものとします。 

3.ID 連携サービスから提供される認証結果にもとづき、本サービスへのログイン可否を判定するものと

します。 

4.ID 連携サービスの障害、保守作業、システム停止その他の事由により、本サービスへのログインがで

きない場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第 2 条の 4（利用者設定および操作権限） 

1.ユーザーは、本サービスの利用にあたり、当社所定の方法により、利用者を指定し、利用者ごとに操

作権限を設定することができます。 

2.利用者の種別および操作権限の内容については、本サービス上で提示する内容に従うものとします。 

3.ユーザーは、自己の責任において利用者を管理し、利用者が行った本サービス上の一切の行為につい

て、当該利用者の行為を自己の行為とみなして、その責任を負うものとします。 

 

第 2 条の 5（電子メールアドレスの登録および利用） 

1.ユーザーおよび利用者は、本サービスの利用にあたり、当社所定の方法により電子メールアドレスを

登録するものとします。 

2.当社は、本サービスに関する通知、案内、障害連絡その他必要と判断する事項について、登録された

電子メールアドレス宛に通知を行うことがあります。 

3.通信障害その他の理由により電子メールが未着または延着した場合であっても、当社は当社の故意ま

たは重過失による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。 

 

第 2 条の 6（動作環境） 

1.ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、当社が推奨する動作環境（GoogleChrome 最新版、

Microsoft Edge 最新版）を確認のうえ、自己の責任と費用において必要な利用環境を整備し、これを

維持するものとします。 

2.推奨動作環境外での利用に起因して本サービスが正常に動作しない場合であっても、当社は当社の故

意または重過失による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。 

 

第 2 条の 7（外部リンク機能および外部情報） 

1.本サービスには、秋田銀行が提供するサービス、その他当社または第三者が提供するウェブサイトま

たはサービス（以下「外部サービス等」といいます。）へのリンク機能が含まれる場合があります。 

2.前項の外部サービス等は、当社の管理下にあるものではなく、当社は、当該外部サービス等において

提供される情報の内容、正確性、完全性、最新性、真正性または同一性について、いかなる保証も行

うものではありません。 

3.ユーザーが外部サービス等を利用したこと、または外部サービス等の利用に関連して生じた一切の損

害については、当該外部サービス等の提供者が責任を負うものとし、当社は、当社の故意または重過

失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 2 条の 8（利用登録の抹消および利用停止） 

1．当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、事前の通知または催告を

要することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止し、または利用登録を抹消することがで

きるものとします。 

(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2)利用登録時またはその後に届け出た事項に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合 

(3)不正利用、なりすまし、その他不正行為が認められた場合 

(4)事故、紛争、法令違反、反社会的勢力との関係その他、当社または秋田銀行が本サービスの利用
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継続を不適当と判断する事由が生じた場合 

(5)その他、当社が利用登録の継続を適当でないと判断した場合（ユーザーが本サービスの利用に必

要な外部サービスを解約した場合等を含む） 

2．前項に基づき当社が利用停止または利用登録の抹消を行ったことにより、ユーザーまたは第三者に

損害が生じた場合であっても、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負

わないものとします。 

3．本条に基づき利用登録が抹消された場合であっても、当社は、当該抹消前に発生したユーザーの義

務および責任について、何らの免責を行うものではありません。 

 

第 3 条（利用料金） 

 

本サービスは、ユーザーの利用方法によって利用料金が発生する場合があります。詳細は当社或いは秋

田銀行のご担当者様へお問合せください。 

 

第 4 条（銀行法に基づく電子決済等代行業に係る表示等） 

 

当社の本サービスにおける銀行法及び銀行法施行規則に基づく電子決済等代行業に係る表示は以下のと

おりです。 

1.商号及び住所 

商号：エメラダ株式会社 

住所：東京都港区南青山７丁目１−５ &CALM minamiaoyama 

2.権限に関する事項 

当社は、電子決済等代行業者であり、銀行のために、銀行を代理してお客さまと契約締結等をする権

限を有しません。当社は、お客さまのために、お客さまの委託に基づいて金融機関からの情報取得及

び金融機関に対する振込依頼・振込指図の伝達を行うサービスを提供します。 

3.損害賠償に関する事項 

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関して、ユ

ーザーに損害が生じた場合、当社は、当該損害が当社の故意又は重過失に帰すべき事由により発生し

た場合のみ、当該損害がユーザーの責に帰すべき事由により発生した場合を除き、速やかにこれを賠

償又は補償いたします。ただし、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益に

ついては賠償又は補償の義務を負わないものとし、かつ、当社の賠償額又は補償額は、損害の事由が

生じた時点から遡って過去 1 か月に当該ユーザーから現実に受領した本サービスの利用料金の総額を

上限とします。 

4.利用者からの苦情又は相談に応ずる連絡先 

・ホームページ問い合わせページ  https://emerada-cash-manager.com/inquiries/new 

・メールアドレス emerada.customersupport@emerada.co.jp 

・問い合わせ窓口 コーポレート・グループ 

  03-6427-7023 

受付時間 9：00～19：00（土日祝日を除く） 

5.誤認を防止するための情報 

 本サービスは、秋田銀行のお客さまに対して、エメラダ株式会社が提供するものであり、秋田銀行が 

提供するものではありません。 

 当社のウェブサイト又は本サービス上に、データプロバイダー又は金融機関などが使用する商標が表

示されることがあります。この商標表示は、これらの商標を有する会社が当社を推奨もしくは賛同し

ていること、これらの会社が当社と提携関係にあること、又は当社がこれらの会社の代理業者・外部

委託先等であることを必ずしも意味しません。 

6.登録番号 

関東財務局長（電代）第 41 号 

7.利用者が支払うべき手数料 

本サービスはお客さまの利用方法によって、手数料をお客さまに負担いただく場合がございます。詳

細は当社或いは秋田銀行のご担当者へご確認ください。なお、手数料の収納は当社が行います。 

8.契約期間及び契約期間の中途で解約時の取扱い 

・契約期間 
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登録完了時からお客さまによる退会時又は当社による登録の抹消時 

・中途解約時の取扱い 

中途解約によるお客さまの費用負担はございません。 

9.識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為 

当社との間の API 接続に関する契約内容を公表している金融機関以外の金融機関をご利用のお客さま

につきましては、当社がインターネットバンキングの ID、パスワードをお客さまからお預かりさせて

いただき、電子決済等代行業に係る行為を行う場合がございます。  

 

第 5 条（API利用について） 

 

本サービスの提供にあたり当社は APIトークンを取得します。APIトークンとは、ユーザーからの申請・

要請に基づき、金融機関等の第三者が当社に対して発行し、当社が当該情報提供元の口座情報を保存す

るシステムにアクセスするためのトークンをいいます。当社は本サービスの提供を目的とし、API トー

クンを用い、API トークン発行元のシステムにアクセスしユーザーの口座情報等を取得します。なお、

APIトークンの発行元のシステムの故障、不具合、一時停止等の原因により、APIトークンを用いた口座

情報等の取得が不可能になる可能性があります。 

 

第 5 条の 2（残高照会機能・入出金明細機能） 

1.本サービスには、ビジネスＩＢサービスのうち、ユーザーの口座残高および入出金明細その他当該サ

ービス所定の情報を照会するための画面（以下「残高照会画面」といいます。）に遷移する機能（以

下「残高照会機能」といいます。）を含みます。 

2.残高照会機能は、ユーザーが本サービスの画面上から、ビジネスＩＢサービスが提供する残高照会画

面へ遷移するための導線（リンク、ボタンその他当社所定の方法）を提供するものに過ぎず、当該残

高照会画面上で提供されるサービス（口座情報の照会、その他ビジネスＩＢサービス等において行わ

れる一切の取引・表示を含みます。）は、当該ビジネスＩＢサービスの提供者である秋田銀行の責任

において提供されるものとします。 

3.ユーザーがビジネスＩＢサービスを利用して行う照会、取引その他の行為、ならびに当該ビジネスＩ

Ｂサービスにおいて表示される口座残高その他の情報の内容、正確性、完全性、最新性等については、

秋田銀行がその責任を負うものとし、当社は、当社の故意または重過失がある場合を除き、一切の責

任を負わないものとします。 

4.残高照会機能を利用してビジネスＩＢサービスへ遷移した後であっても、ユーザーには本利用規約の

条件が適用されるものとし、ユーザーはこれを遵守するものとします。ただし、当社は、ビジネスＩ

Ｂサービスに関してユーザーと秋田銀行との間で生じた紛争について、一切の関与および責任を負わ

ないものとします。 

5.当社は、残高照会機能を通じて、第 2 条の 3 に定める方法により、ユーザーの認証結果その他の情報

を秋田銀行に連携することがありますが、当該認証の仕組みおよび運用の詳細は、ID 連携サービスの

提供者および秋田銀行の責任において行われるものとし、当社は、第６条の２（外部 ID連携サービス

の利用）に定める範囲を超えて責任を負わないものとします。 

 

第 6 条（認証情報の管理） 

 

ユーザーは、自己の責任において、本サービスの利用に必要となる認証情報（ID 連携サービスにおける

利用者 ID、パスワードその他の認証情報を含みます。）を適切に管理するものとします。 

ユーザーは、いかなる場合にも、認証情報を第三者に譲渡、貸与、または不正に使用させてはならない

ものとします。 

当社は、第 6 条の 2（外部 ID 連携サービスの利用）に定める方法により正当な認証が行われた場合には、

当該ユーザー本人による利用とみなし、その結果について、当社の故意または重過失による場合を除き、

一切の責任を負わないものとします。 

 

第 6 条の 2（外部 ID連携サービスの利用） 

1.ユーザーが秋田銀行を通じて本サービスを利用する場合、当社は、NTT データが提供する ID 連携サー

ビス（BizSOL_Lite）によるシングルサインオン方式により、本サービスへの認証を行います。 

2.ID連携サービスにおける利用者 ID、パスワードその他の認証情報の発行・管理・変更・失効、本人確
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認手続き、利用停止等の取扱いは、当該 ID連携サービスの提供者および秋田銀行その他の金融機関の

責任および負担において行われるものとし、当社は、当該認証情報の内容、真正性、有効性等につい

て一切責任を負いません。 

3.当社は、ID 連携サービスから当社に提供される認証結果その他の情報にもとづき、本サービスへのロ

グイン可否の判定を行うものとします。当社は、当該認証結果が ID連携サービスにおいて適法かつ正

当に生成されたものとみなし、ID 連携サービス側の誤作動、不具合、設定誤りその他の理由により誤

った認証結果が当社に提供されたことに起因してユーザーに生じた損害については、当社の故意また

は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 

4.ID 連携サービスの障害、回線・システムの故障、保守作業、サービスの停止その他の事由により、ユ

ーザーが本サービスにログインできない場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、

当社は、本サービスを利用できなかったことによりユーザーに生じた損害について責任を負いません。

なお、本項は第９条（本サービスの提供の停止等）および第１２条（免責）の規定を制限するもので

はありません。 

5.当社は、ID連携サービスにおいてユーザーの認証情報（当該サービスにおける利用者 ID・パスワード

等）を保有せず、ID 連携サービスから提供されるトークンその他の情報によりユーザーの認証を行う

ものとします。ユーザーは、当該認証情報の管理については自らの責任において管理するものとしま

す。 

 

第 7 条（ユーザー情報の取扱について） 

 

当社は、ユーザーが本サービスで当社に対して提供する情報（以下「ユーザー情報」といいます。）を、

以下の目的により取得します。 

① 当社がユーザーに対して本サービス提供に関して下記を行うため 

● ユーザーの利用料金、遅延損害金等の請求代金決済等におけるクレジットカードやその他支払い手

段の有効性の確認 

● ユーザーの嗜好に合わせた本サービスに関するマーケティング手法のカスタマイズ 

● 本サービス及び当社が提供するその他サービスに関する案内 

● 本サービスの停止・中止・契約解除の通知やその対応 

● 本サービスに関する当社の規約、ポリシー等の変更等の通知、また 紛争、訴訟などへの対応 

● 本サービスに関するユーザーからの問い合わせ等への対応 

● その他本サービスの提供、維持、開発、改善への対応 

② 当社がユーザーに対して、ユーザー情報の分析結果の提供等のサービスを実施するため 

③ 当社が市場調査、資金繰りや財務活動に関するコンサルティング、提供先金融機関等への紹介、営業

活動及び分析精度の向上、情報取得に関する開発や改善などサービスの改善を実施するため 

④ 当社が、秋田銀行へユーザー情報（これを当社が分析した内容も含みます）を提供し秋田銀行が以下

の目的でこれを利用するため 

(1）「〈あきぎん〉ビジネスポータル」及び関連商品・サービス（「〈あきぎん〉ビジネスポータル」

以外の秋田銀行のサービス、及び秋田銀行の業務提携先のサービスも含む）に関する各種ご案内や、

広告の表示・配信、各種アンケートの実施、キャンペーンその他のマーケティング施策等の実施、

キャンペーン・イベント等におけるお知らせの実施のため 

(2)「〈あきぎん〉ビジネスポータル」のユーザーのご登録及びご利用状況の確認・調査・分析、

「〈あきぎん〉ビジネスポータル」のサービス・カスタマーサポート・マーケティング施策の実施

のための調査・分析、及び当該施策の効果測定、「〈あきぎん〉ビジネスポータル」に限らず新商

品・新サービスに関する企画開発・調査・分析、融資の審査、モニタリング及びその他金融サービ

スに関する判断を行うため 

(3）「〈あきぎん〉ビジネスポータル」に関するお問い合わせやご意見等への対応、ユーザーの不正

やサービス利用料の不払いの調査、防止及び発生時の調査・対応のため 

当該ユーザー情報を利用するため、秋田銀行は当社との利用契約に従ってユーザー情報を取扱う義

務を負います。但し、秋田銀行における、実際のユーザー情報の取扱いについて、エメラダは一切

の責任を負いかねます。 

⑤ 当社が、ユーザー情報の分析を行い、個別の企業や個人を特定できないように加工したもの（以下

「統計情報」といいます。）を作成したうえ、本サービスの改善、開発、研究、市場分析、マーケ

ティング等の目的のために社内で利用、及び第三者に開示するため 
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なお、本サービスを介して当社からユーザーに対して提供されるユーザー情報の分析結果は、当

社独自の分析手法に基づくものであり、当社の秘密情報です。あらかじめ当社の書面による同意を

得た場合を除き、ユーザーは、第三者に対し、その形式を問わず、当該分析結果を提供又は開示し

てはなりません。ただし、当社を経由して提供する提供先金融機関等への開示を除きます。 

また、本サービスの登録解除の際はユーザーが希望する場合は、当社が保有しているユーザー情

報については消去するものとします。ただし、ユーザーの希望にかかわらず当社は、統計情報とし

て保有を継続する場合があります。この場合、当社は、個人情報保護法等の関連する法律を遵守し

ユーザー情報を適切に管理します。 

 

第 8 条（禁止事項） 

 

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、下記の行為をすることを禁止します。 

● 法令および公序良俗に違反する行為 

● 犯罪行為 

● 当社のサーバー又はネットワークの機能に悪影響を及ぼす行為 

● 当社のサービスの運営に悪影響を及ぼす行為 

● 他のユーザーに関する個人情報等を収集および蓄積する行為 

● 他のユーザーに成りすまし、本サービスを利用する行為 

● 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接的又は間接的に利益を提供する行為 

● その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第 9 条（本サービスの提供の停止等） 

 

当社は、下記のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービス

の全部又は一部の提供を停止又は中断する措置を講じることができるものとします。 

● 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検や更新を行う場合 

● 地震、落雷、火災、停電、天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難になった場合 

● コンピュータや通信回線等が事故により停止又は中断した場合 

● その他、当社が本サービスを提供することが難しいと判断した場合 

当社は、本サービスの提供の停止又は中断により、ユーザー又は第三者が被ったいかなる不利益や損害

について、理由を問わず一切の責任を負いません。 

 

第 10 条（利用制限および登録抹消） 

 

当社は、下記の場合には、ユーザーに対して事前の通知なく本サービスの全部もしくは一部の利用制限

を行い、又はユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。 

● 本規約のいずれかの条項に違反したと当社が判断した場合 

● 登録事項に虚偽の事実があると当社が判断した場合 

● その他、本サービスを利用することが適当でないと当社が判断した場合 

当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた不利益や損害については、一切の責任

を負いません。 

 

第 11 条（登録の解除について） 

 

ユーザーが本サービスの登録解除を希望する場合は、問い合わせページから承ります。登録解除後のユ

ーザー情報の取り扱いについては、第 7条の定めによるものとします。 

 

第 12 条（免責） 

 

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関して、ユー

ザーに損害が生じた場合、当社は、当該損害が当社の故意又は重過失に帰すべき事由により発生した場

合のみ、これを賠償又は補償いたします。ただし、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損

害、逸失利益については賠償又は補償の義務を負わないものとします。 
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第 13 条（サービス内容の変更等） 

 

当社は、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの内容を変更し、又は本サービスの提供を中止

することができるものとします。また、これによってユーザーに生じた損害や不利益については、一切

の責任を負いません。 

 

第 14 条（利用規約の変更） 

 

当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに事前に通知することなくいつでも本規約を変更すること

ができるものとします。この場合、当社が変更後の本規約を公表した後にユーザーが本サービスの使用

を継続したときは、ユーザーは当該変更に同意したものとみなされます。 

 

第 15 条（通知又は連絡） 

 

ユーザーが当社への通知又は連絡を希望する場合は、当社が設けた問い合わせページ、又は下記の問い

合わせ窓口によって承るものとします。 

● 当社 コーポレート・グループ 

代表電話 03-6427-7023 

受付時間 9：00～19：00 （土日祝日を除く） 

 

第 16 条（反社会的勢力の排除） 

 

1.ユーザーは、当社に対し、利用登録の申請日において、次の各号に記載された事項が真実に相違ない

ことを表明及び保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

(1) ユーザーは、以下の①～⑥のいずれにも該当しないこと 

① 暴力団 

② 暴力団員 

③ 暴力団準構成員 

④ 暴力団関係企業 

⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

⑥ その他前各号に準ずる者 

(2) 自ら又は第三者を利用して①ないし⑤に該当する行為を行わないこと 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する 

行為 

⑤ その他上記①ないし④に準ずる行為 

2.当社は、前項に定めるユーザーの表明及び保証のうち、いずれかが真実又は正確でないことが判明し

たときは、それにより当社に生じた損失、経費その他一切の損害についての補償を求めることができ

ます。 

3.当社は、第１項に定めるユーザーの表明及び保証のうち、いずれかが真実又は正確でないことが判明

したときは、何らの催告を要せず、ユーザーに対する書面による通知により、直ちに本サービスの利

用を終了させることができます。なお、本項に基づき本サービスの利用を終了させた場合であっても、

前項の定めに従いユーザーに対し損失及び損害についての補償を求める権利の行使は妨げられないも

のとします。 

 

第 17 条（知的財産権等の帰属） 

 

1.本サービスに関する一切の著作権等の知的財産権及び発明・ノウハウ等に関する権利は、本規約に別

段の定めのない限り、当社に帰属します。 

2.本サービスへの利用登録により、当社の知的財産権等（ノウハウを含み、利用登録以前から保有して
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いたか否かを問いません。）について、ユーザーに対して何らの権利も譲渡されず、本規約に明示が

ない範囲でその実施又は利用が許諾されることもないものとします。 

 

第 18 条（権利義務の譲渡の禁止） 

 

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務

を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。 

 

第 19 条（準拠法・裁判管轄） 

 

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。万が一、本サービスに関して紛争が生じた場合

は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

（以 上） 

 

2026年 4月 20日制定 
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別 紙 

ビジネスＩＢ（機能限定版）の新規契約に関する特則 

 

秋田銀行が提供する「ビジネスＩＢ（機能限定版）」（秋田銀行が提供するサービスである「〈あき

ぎん〉ビジネスＩＢサービス」のうち「残高照会サービス」と「入出金明細サービス」のみを〈あきぎ

ん〉ビジネスポータル上で利用ができる機能）の新規契約に関しては以下のとおり定めます。 

 

1.ビジネスＩＢ（機能限定版）は、〈あきぎん〉ビジネスポータル専用Ｗｅｂページ（秋田銀行ホーム 

ぺージから遷移）から申込み、ビジネスＩＢのＩＤ・パスワードを取得します。 

2.本人確認はＩＤ・パスワード方式で行い、パスワード等はユーザーの責任において厳重に管理する 

ものとします。パスワード等の漏洩・盗取・偽造等により生じた損害について、秋田銀行の故意・重

過失がない場合、秋田銀行は一切の賠償責任を負いません。（契約後、自己の判断で電子証明書方式

とすることもできます） 

3.代表口座（利用口座）は当行本支店の普通預金口座１口座のみとなります。 

4.利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、秋田銀行に対する解約

の通知は当行所定の書面によるものとします。 

5.ユーザーが次のいずれかに該当した場合には、秋田銀行はいつでもユーザーに通知することなく、ビ

ジネスＩＢ（機能限定版）を停止、または利用契約を解約することができるものとします。なお、こ

れらの措置によって生じた損害については、秋田銀行は責任を負いません。 

ａ 支払停止、破産、民事再生手続、会社更生手続等その他手続きの申し立てがあったとき 

ｂ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

ｃ 住所変更等の届け出を怠るなどユーザーの責めに帰すべき事由により、ユーザーの所在が把握で

きないとき 

ｄ 相続の開始があったとき 

ｅ ユーザーが秋田銀行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき 

ｆ １年以上にわたり本サービスの利用がないとき、または解約したとき 

ｇ 代表口座が解約された場合 

ｈ ユーザーが本サービス利用規約に違反した場合等、秋田銀行が解約を必要とする相当の事由が発

生したとき 

ｉ 本サービスが法令等（マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます）

や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると秋田銀行が判断したとき、および

犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると秋田銀行が判断したとき 

ｊ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと秋田銀

行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と

秋田銀行が判断したとき 

6.秋田銀行は、〈あきぎん〉ビジネスポータルにおいてユーザーに対し提供されるサービスのうち、ビ

ジネスＩＢ（機能限定版）の提供についてのみ責任を負うものとします。当社および NTT データが同

ポータル上で提供するサービスの提供に関しては、各社がそれぞれ定める規定にしたがって責任を負

い、秋田銀行はユーザーに対し一切責任を負わないものとします。 

7.ビジネスＩＢ（機能限定版）について、本特則に定めのない事項については、以下ビジネスＩＢサー

ビス利用規定（令和 3年  ）を準用するものとします。 
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〈あきぎん〉ビジネスＩＢサービス利用規定  

  

１ この規定の取引に係る契約の成立   

(1) 秋田銀行（以下、「当行」といいます。）は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申

込書の提出を受け、これを承諾したときにこの規定の取引に係る契約が成立するものとします。  

(2) 本サービスの利用申込にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による   

本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する 

法律における取引時確認が必要と当行が判断したときは申込をお断りする場合があります。  

  

１の２ 〈あきぎん〉ビジネスＩＢ（アイビー）  

(1) 〈あきぎん〉ビジネスＩＢ（以下、「本サービス」といいます。）とは、当行所定の手続きを完

了した利用者（以下、「契約者」といいます。）がパーソナルコンピュータ等の端末を用いてイ

ンターネットを通じて行う依頼にもとづき、当行が以下のサービスを行うことをいいます。  

ａ 残高照会サービス 

ｂ 入出金明細サービス  

ｃ 取引明細 Mail（メール） 

ｄ 振込・振替サービス  

ｅ 料金等払込サービス「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」  

ｆ データ伝送｢総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替、取引明細 Data（データ）」  

(2) 本サービスの契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、当行所定の申込手続きを行う法

人または個人事業主とします。  

(3) 本サービスの利用口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。  

(4) 本サービスの利用日および利用時間は当行が定めた利用日および利用時間内とします。ただし、

当行は本サービスの利用日および利用時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあ

ります。なお、当行の責めによらない事由により、取扱時間中であっても、契約者に予告なく取

扱いを一時停止または中止することがあります。  

(5) 本サービスを利用できるパーソナルコンピュータ等のＯＳおよびブラウザのバージョンは当行所 

定のものに限ります。  

(6) 本サービスを利用するうえでのハードウエア、ソフトウエア、インターネット接続契約等の利用

環境は契約者が用意し、それらにかかる費用および通信費用は契約者が負担するものとします。  

(7) 当行は本サービスに新たな機能を追加する場合があります。サービス機能追加時には本規定を変 

更する場合があります。  

  

２ 本人確認  

(1) 本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法として「ＩＤ・パスワード方式」および

「電子証明書方式」の２方式があります。 

ａ 「ＩＤ・パスワード方式」  

リミテッドコースで採用  

利用者ＩＤとログインパスワードにより本人確認をします。  

ｂ 「電子証明書方式」  
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ライトコース、ベーシックコースおよびセレクションコースで採用 

電子証明書およびログインパスワードにより本人確認をします。  

(2) 契約者は本サービス利用開始にあたり、当行が発行する「利用者ＩＤ」、「ログインパスワー

ド」、「確認用パスワード」、「承認用パスワード」および「ＰＤＦファイルのパスワード」

（以下、「パスワード等」という。）を当行所定の方法により登録するものとします。  

(3) 「電子証明書方式」を利用する場合は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により契約

者が利用するパソコンにインストールするものとします。  

ａ 電子証明書は当行所定の期間に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に電子証明書の 

更新を行ってください。  

ｂ 当行は契約者に事前に通知することなく電子証明書のバージョンを変更する場合があります。  

ｃ 本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。  

(4) 契約者が本サービスを利用する際には、利用者ＩＤ（「電子証明書方式」の場合は電子証明書）

およびパスワード等を当行に送信し、当行が登録された利用者ＩＤ（「電子証明書方式」の場合

は電子証明書）およびパスワード等との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたもの

として取扱います。  

ａ 契約者の有効な意思による申込みであること  

ｂ 当行が受信した依頼内容が真正なものであること  

(5) 当行が前項の確認をして取扱いした取引については、暗証番号の不正使用その他の事故があって

も、第 19 条に定める場合を除き、そのために生じた損害については、当行は責任を負いませ

ん。   

(6) パスワード等は契約者の責任において厳重に管理してください。パスワード等を失念した場合ま

たは他人に知られた場合は、すみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損

害について、当行は責任を負いません。  

(7) パスワード等について、当行からお聞きすることはありません。                                     

(8) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または廃棄する場合  

契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書を削除するものとします。契約者がこの削除

を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他の事故が発生しても、それによって生じた損

害について当行は責任を負いません。パソコンの譲渡または廃棄により新しいパソコンを使用す

る場合は、当行所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。  

(9) 契約者がパスワード等の入力を当行所定回数以上連続で誤った場合は、当行は本サービスの取扱

いを停止できるものとします。  

  

３ 電子メール  

(1) 本サービスの利用には、電子メールのアドレス登録が必要となります。契約者は本サービスの利

用開始時に電子メールアドレスを登録してください。なお、電子メールアドレスは操作画面から

変更することができます。  
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(2) 当行は取引結果その他の通知を、登録された電子メールアドレスへ送信します。  

(3) 当行が登録された電子メールアドレスへ送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延

着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生して

も当行は責任を負いません。  

(4) 登録された電子メールアドレスが契約者の誤った登録により契約者以外のアドレスになっていた

としてもそれによって発生した損害について当行は責任を負いません。  

  

４ 利用口座  

(1) 契約者は本サービス申込時に利用口座を当行所定の書面により届け出るものとします。その際、

申込書、諸届その他書類に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めて取扱った場合は、書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのた

めに生じた損害について当行は責任を負いません。  

(2) 利用口座の科目、預金種類は当行所定のものとし、利用口座数は最大で２０口座に限ります。  

(3) 利用口座は、当行本支店の契約者ご本人名義の口座に限ります。  

(4) 利用口座のうち１口座を「代表口座」として届け出てください。  

ａ 代表口座開設店を「取引店」とします。  

ｂ 代表口座は「月間基本手数料引落口座」とします。  

ｃ 代表口座は変更できません。  

ｄ 代表口座を解約した場合、当行は本サービスを解約することができるものとします。  

(5) 「データ伝送」における総合振込、給与振込および賞与振込を利用する場合は、利用口座のうち

１口座をデータ伝送の「振込資金・振込手数料決済口座」として届け出てください。ただし、

「振込資金・振込手数料決済口座」は「取引店」の口座に限ります。  

  

５ 残高照会サービス・入出金明細サービス  

(1) 残高照会サービスとは、利用口座について、残高を提供するサービスです。  

(2) 入出金明細サービスとは、利用口座について、入出金明細を提供するサービスです。  

(3) 当行が提供した残高および入出金明細の内容は、相当の事由がある場合、内容を訂正または取消

することがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いま

せん。  

 

６ 取引明細 Mail(ﾒｰﾙ)  

(1) 取引明細 Mail（メール）とは、利用口座について、取引があったことを契約者の指定する電子メ

ールアドレスあてに電子メールにて連絡するサービスです。契約者が所定の方法で届け出するこ

とにより電子メールに取引明細（ＰＤＦファイル）を添付することができます。また、連絡した

取引明細につきましては、当行所定の期間において照会することができます。  
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(2) 電子メールアドレス、電子メールへの取引明細（ＰＤＦファイル）の添付、取引明細（ＰＤＦフ

ァイル）へのパスワードの設定は当行所定の方法により届け出てください。ただし、電子メール

アドレスおよび取引明細（ＰＤＦファイル）のパスワードは契約者の責任において厳重に管理す

るものとします。  

(3) 当行が提供した取引明細の内容は、相当の事由がある場合、内容を訂正または取消することがあ

ります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。  

(4) 取引明細 Mail のご利用にあたって、取引明細１明細ごとに別にお知らせした当行所定の従量料

金をいただきます。  

  

７ 振込・振替サービス  

(1) 振込サービスとは、利用口座から指定金額を引落しのうえ、指定された当行および当行以外の金

融機関の国内本支店口座（以下、「入金指定口座」といいます。）への入金を行うサービスで

す。  

(2) 入金指定口座への入金方法は次の区分により行います。  

ａ 利用口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合は「振替」とします。  

ｂ 利用口座と入金指定口座が同一店内にない場合、または同一店内であっても名義が異なる場合 

は「振込」とします。  

(3) 指定金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座

小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。  

(4) この取扱いによる１回あたりの金額は、あらかじめ指定された上限金額の範囲内とします。  

(5) 次の各号に該当する場合、振込または振替はできません。  

ａ 振込または振替金額が利用口座より払戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる範囲内の 

金額を含みます。）を超えるとき 

ｂ 利用口座または当行本支店入金指定口座が解約されたとき  

ｃ 契約者から利用口座の支払停止、または入金指定口座の預金者から入金停止の申し出があり、 

それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき  

ｄ 差押え等止むを得ない事情があり、当行が支払または入金を不適当と認めたとき  

(6) 依頼内容の確定後に依頼内容を変更または取消する場合は、取引店の窓口において所定の組戻手

続きにより取扱います。この場合、別にお知らせした当行所定の組戻手数料をお支払いくださ

い。  

 

 ８ データ伝送  

(1) データ伝送は、契約者が当行に「総合振込」、「給与振込」、「賞与振込」、「口座振替」等の

各種データを伝送するサービスおよび 「口座振替結果」、「取引明細」等の各種データを受信す

るサービスをいいます。  

(2) 伝送データの授受は当行所定の方法により手続きします。  

(3) 契約者はデータ伝送後にデータ内容を変更できません。  
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(4) データ伝送は、当行所定の時間内でサービスごとに定められた伝送時限までに完了してくださ

い。  

ａ 総合振込  

  振込指定日の１営業日前の１７時 

ｂ 給与振込（賞与振込） 

    振込先が当行本支店のみの場合は、振込指定日の１営業日前の１１時、他行あてを含む場合は、 

振込指定日の２営業日前の１１時   

ｃ 口座振替  

振替指定日の３営業日前の１７時  

(5) 伝送済データの組戻は、取引店にて取扱いします。この場合、別にお知らせした当行所定の組戻 

手数料をお支払いください。  

ａ 当行は契約者からの依頼にもとづき組戻依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。振込

資金が返却された場合は、当該資金を振込資金決済口座へ入金します。  

ｂ 組戻依頼を受けた場合でも振込資金が入金済の場合等で組戻しができない場合があります。こ

の場合、受取人との間で協議してください。  

(6) 総合振込、給与振込および賞与振込の振込資金は、振込指定日の１営業日前までに「振込資金決

済口座兼手数料引落口座」に用意してください。振込資金の入金が遅延した場合には、当行は振

込資金が決済されたことを確認するまで振込手続きを行いません。  

(7) 振込資金の引落しは、当行の各種預金規定等にかかわらず通帳、払戻請求書または小切手の提出

を不要とし、当行所定の方法により取扱います。  

  

９ 総合振込  

(1) 振込先とする取扱店の範囲は、当行の本支店および全銀システムに加盟する金融機関の国内本支

店の普通預金または当座預金とします。  

(2) 契約者は振込依頼にあたって事前に振込先の口座確認をしてください。  

(3) 当行は契約者からの振込依頼にもとづいて振込指定日に入金手続きを行います。  

  

10 給与振込・賞与振込  

(1) 当行は契約者が給与受給者に対して支給する給与および賞与の振込事務を受託します。  

(2) 振込先とする取扱店の範囲は、当行の本支店および全銀システムに加盟する金融機関の国内本支

店の普通預金とします。  

(3) 契約者は振込依頼にあたって事前に給与受給者の口座確認をしてください。  

(4) 当行は契約者からの振込依頼にもとづいて振込指定日に入金手続きを行います。給与受給者のデ

ータは入金手続きに関する照会等に使用します。  

(5) 当行は給与受給者に対して振込通知は行いません。  

(6) 受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前１０時からとします。ただし、振込

資金が振込指定日の前営業日１４時３０分までに振込資金決済口座に用意されていない場合は、

この限りではありません。  
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11  口座振替  

(1) 口座振替のご利用にあたっては「口座振替利用申込書」によりお申込みください。申込者は当行

に預金口座振替による収納事務の取扱いを委託するものとします。  

(2) 当行所定の方法により口座振替データおよび振替済結果データの授受を行います。なお、データ

の作成にあたっては口座番号等の各項目について正確を期してください。  

(3) 口座振替のとりまとめ店は収納資金入金口座開設店とします。  

(4) 振替日は申込書に記載した日とします。振替指定日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日を振

替指定日としたデータで依頼してください。なお、振替日を変更する必要が生じた場合は、事前

にとりまとめ店へご連絡ください。この場合、契約者は預金者に対して周知徹底をはかるものと

し、当行は特別な通知は行いません。  

(5) 当行は受領した請求明細にもとづき振替処理を行い、振替不能分について次のコードを記録して

振替指定日の翌営業日以降の照会を受付いたします。  

振替結果  コード  

振替済  ０  

資金不足  １  

取引なし  ２  

預金者の都合による振替停止  ３  

預金口座振替依頼書なし  ４  

委託者の都合による振替停止  ８  

その他  ９  

(6) 振替済資金は、別にお知らせした当行所定の振替手数料を差引き、振替指定日の翌営業日に収納

資金入金口座へ入金します。振替手数料は口座振替請求件数にもとづいて計算します。  

(7) 当行は領収書、振替済通知書等の作成、郵送は行いません。  

(8) 当行は預金口座振替に関して預金者に対する振替済の通知および入金の督促等は行いません。  

(9) 預金口座振替依頼書は当行所定または当行所定の様式を備えた依頼書によるものとします。預金

口座振替依頼書は、記載事項を確認のうえ振替日の２０日前までにとりまとめ店へ提出してくだ

さい。なお、預金口座振替依頼書に印鑑相違等の不備事項があった場合、当行はこれを受理せず

にすみやかに返送いたします。  

  

12 取引明細受信（取引明細 Data）  

(1) 取引明細受信のご利用にあたっては「取引明細受信申込書」によりお申込みください。  

(2) 当行所定の方法により入出金取引明細または振込入金通知データを受信できます。  

  

13  料金等払込サービス「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」  

(1) 料金等払込サービス「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」（以下、「料金等払込」といいます。）

とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等（以下、「料金等」といいます。）の

払込みを行うため、契約者が端末により本サービスを利用して、払込資金をサービス利用口座か

ら引き落とす（総合貯蓄口座取引規定およびカードローン規定の自動融資に基づき当座貸越によ
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り引き落とす場合を含みます。以下、同じです。）ことにより、料金等の払込みを行う取引をい

います。  

(2) 料金等払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。  

(3) 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号（納付番号）、確認

番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会

を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報ま

たは請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限

りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。  

(4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末画面に表示される納付情報ま

たは請求情報を確認したうえで、契約者の「利用者ＩＤ」「ログインパスワード」その他当行所

定の事項を正確に入力してください。  

(5) 当行で受信した契約者の「利用者ＩＤ」および「パスワード等」と届出の契約者の「利用者Ｉ

Ｄ」および「パスワード等」との一致を確認した場合は、契約者の端末画面に申込みしようとす

る内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込の申

込みを行ってください。  

(6) 料金等払込にかかるサービスの利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の利用手数料を支

払っていただく場合があります。  

(7) 契約者の「サービス利用口座」が普通預金、当座勘定の場合、払込金額、利用手数料等について

は、当行所定の方法で、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、キャッシュカードの呈示なしで引

落しを行います。  

(8) 料金等払込において引落しが成立しなかった場合（残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延

滞、差押による支払停止等の場合も含みます。）には、当該取引の依頼はなかったものとして取

扱います。  

(9) また、収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合についても、当

該取引の依頼はなかったものとして取扱います。  

(10) 料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利

用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。  

(11) 料金等払込にかかる契約は、当行がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込資金を

「利用口座」から引き落とした時に成立するものとします。  

(12) 当行は、料金等払込にかかる領収書（領収証書）を発行いたしません。収納機関の納付情報また

は請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収

納機関に直接お問い合わせください。  

(13) 料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを取消することができません。  

(14) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。  
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(15) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用

が停止されることがあります。 

料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行 

ってください。  

  

14  取引内容の確認  

(1) 本サービスによる取引後、契約者は速やかに結果照会または取引照会を行うことにより取引内容

を確認してください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、ただちに取引店に確認してく

ださい。  

(2) 契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理いたします。  

  

15  手数料  

(1) 基本手数料  

本サービス契約期間中は別にお知らせした当行所定の基本手数料をお支払ください。  

基本手数料は毎月分を翌月１０日（休日の場合は翌営業日）に代表口座から引落しするものとし

ます。  

「取引明細受信」のご利用にあたっては、基本手数料とは別に、別にお知らせした当行所定の取

扱手数料をお支払いください。  

(2) 振込手数料  

振込サービスおよびデータ伝送による総合振込、給与振込および賞与振込の利用にあたっては別 

にお知らせした当行所定の振込手数料をお支払いください。あらかじめ指定された口座から引落 

しするものとします。  

なお、受入れ方法につき別途定めがある場合はこの限りではありません。  

(3) 組戻手数料  

組戻しの取扱いを行った場合は、別にお知らせした当行所定の組戻手数料をお支払いください。  

(4) 引落方法  

月間基本手数料、取扱手数料および振込手数料の引落しは、当行の各種預金規定等にかかわらず 

通帳、払戻請求書または小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。  

 

16 国外での使用  

本サービスの利用は国内からの利用に限定いたします。契約者が国外から利用した場合の取引結 

果、およびそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。  

  

17 届出事項の変更  

利用口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にて直ちに取引店にお届けください。

この届出の前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。  
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18 免責  

次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が発生しても、これによって契約者に生じた損 

害について、当行は賠償責任を負いません。  

(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき  

(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、

通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき  

(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由によるとき  

(4) 公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたとき  

  

19  不正払戻し被害の対応について  

(1) 盗取された利用者ＩＤまたはパスワード等を用いて行われた不正な払戻し（以下、「不正払戻

し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は、本条に定めると

ころにしたがって、当行に対して、当行所定の補償限度額の範囲内で当該取引にかかる不正払戻

しの額に相当する金額（手数料および利息を含み、以下、「被害額」といいます。）の補償を請

求することができます。  

ａ 利用者ＩＤもしくはパスワード等の盗取または不正払戻しに気づいてから速やかに当行への通 

知が行われていること。  

ｂ 当行の調査に対し契約者より十分な説明が行われていること。  

ｃ 捜査機関に被害事実等の事情説明を行っている事実その他の不正払戻しがあったことが推測さ 

れる事実を確認できるものを当行に対して示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当

行の調査に協力していること。  

(2) 前項の請求がなされた場合、不正払戻しが契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知

が行われた日の 30日（ただし、当行に通知することができない特段の事情があると契約者が証明

し、かつ、当行が特段の事情があると判断した場合は、30日にその事情が継続している期間を加

えた日数とします。）前の日以降になされた不正払戻しにもとづく被害額を補償するものとしま

す。  

ただし、不正払戻しが行われたことについて、契約者に過失がある場合はこの限りではなく、こ

の場合、当行は、具体的な被害の状況や契約者の過失の程度に応じて補償金額を決定し補償する

場合があるものとします。  

(3) 前２項の規定は、本条第１項にかかる当行への通知が、利用者ＩＤまたはパスワード等の盗取が

行われた日（当該日が明らかでないときは、不正払戻しが最初に行われた日）から２年を経過す

る日後に行われた場合は適用されないものとします。  

(4) 本条第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合（ａからｃについては当該事情に

ついて当行が善意かつ無過失である場合に限ります。）には、当行は補償しません。  

ａ 契約者または契約者の従業員等（契約者から金銭的利益その他の利益を得ている方を含みま

す。以下同様とします。）に重過失があった場合（例えば、契約者が第三者に利用者ＩＤやパス

ワード等の管理を委ねたことにより不正払戻しが起きた場合、もしくは、契約者が第三者に利用
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者ＩＤやパスワード等の管理を委ねている間に利用者ＩＤやパスワード等が流出し不正払戻しが

起きた場合がこれに当たりますが、このような場合に限られません。）  

ｂ 契約者または契約者の従業員等が加担した不正払戻しである場合  

ｃ 契約者から当行に対して重要な事項に関して虚偽の説明がなされた場合  

ｄ 利用者ＩＤもしくはパスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災

害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ

れらに付随して行われた場合  

(5) 本条第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行

は補償金額を減額し、または補償を行わない場合があります。  

ａ 当行が導入しているセキュリティ対策を実施していない場合  

ｂ インターネットバンキングに使用しているパソコンに関し、ＯＳやブラウザなどインストール

されている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合  

ｃ ＯＳやブラウザなどパソコンにインストールされている各種ソフトウェアについて製造・開発

元のサポート期限が終了した後も使用している場合  

ｄ セキュリティ対策ソフトを最新の状態で稼動していない場合  

ｅ パスワード等の変更を定期的に行っていないなど利用者ＩＤ、パスワード等を適切に管理して 

いない場合 

ｆ 当行が指定した正規の手順以外で電子証明書の利用を行っている場合  

ｇ 他人へ譲渡、貸与または担保に差し入れたパソコンまたはスマートフォンその他情報機器（以

下、「パソコン等」という。）が不正に使用された場合  

ｈ パソコン等が盗難被害に遭い、かつ利用者ＩＤまたはパスワード等をパソコン等内のファイル 

に保存していた場合 

ｉ その他契約者にａ～ｈと同程度の注意義務違反があると認められる場合  

(6) 当行が本条第２項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった預金（以

下、「対象預金」といいます。） について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻

しを行った額の限度において、本条第１項にもとづく補償の請求に応じることはできません。ま

た、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず

金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。  

(7) 当行が本条第２項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度におい

て、対象預金に関する契約者の当行に対する払戻請求権は消滅します。  

(8) 当行が本条第２項の規定に基づき補償を行った場合には、当行は当該補償を行った金額の限度に

おいて、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不

当利得返還請求権を取得するものとします。  

(9) 当行が本条第２項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第４項または本条第５項に該当

する故意または過失が判明した場合、当行は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。
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補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当行に対して速やかに補償金を返還するものとしま

す。 

 

20  解約等  

(1) 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当 

行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。  

(2) 当行が解約の通知を届け出の住所あてに発送した場合、その通知が延着し、または到達しなか  

った場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。  

(3) 契約者が次のいずれかに該当した場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サ 

ービスを停止し、または本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、

これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。  

ａ 支払停止、破産、民事再生手続、会社更生手続等その他手続きの申し立てがあったとき 

ｂ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき  

ｃ 住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が把握でき 

ないとき 

ｄ 相続の開始があったとき  

ｅ 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき 

ｆ １年以上にわたり本サービスの利用がないとき 

ｇ 代表口座が解約された場合  

ｈ 契約者が本サービス規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が発生したと 

き  

ｉ 本サービスが法令等（マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みま

す）や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断したとき、および

犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき  

ｊ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行

が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当

行が判断したとき   

(4)  前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が契約者との取引を継続することが不適切であ 

る場合には、当行は本サービスを停止し、または契約者に通知することにより本サービスの利 

用契約を解約することができるものとします。  

なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約によ 

り当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。  

ａ 契約者が当行との取引申込時（本サービス以外の取引申込時を含みます。）にした表明・確約

に関して虚偽の申告をしたこ  とが判明した場合  
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ｂ 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構 

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他こ  

れらに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」といいます。） に該当し、または次のいずれ 

かに該当することが判明した場合  

(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること  

(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること  

(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること  

(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること  

(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること 

ｃ  契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合  

(a) 暴力的な要求行為  

(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為  

(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為  

(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨

害する行為  

(e) その他（a）から（d）に準ずる行為  

(5)   本契約が解約等により終了した場合には、契約者は、解約日までに発生した本サービスの利用 

にともなう当行に対する債務の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。 

 

21 利用規定の適用  

本サービス規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を

準用するものとします。 

それらの規定と本規定が並立しない場合、本サービスについては本規定が優先します。 

  

22 規定の変更  

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる 

場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更 

できるものとします。  

(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。   

 

23 守秘義務  

契約者および当行は、本サービス利用にともない知り得た情報について第三者に漏洩しないよう万 

全の措置を講じることとし、本サービスの契約終了後も継続するものとします。 
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24 譲渡、質入の禁止  

本サービス利用にもとづく契約者の権利は第三者に譲渡、質入することはできません。  

 

25 有効期間  

本サービスの有効期間は契約日から１年間とします。ただし、契約者または当行からの申し出のな

い限り、有効期間満了の翌日から１年間継続されるものとし、継続後も同様とします。 

  

26 準拠法と管轄  

本規定は日本法を準拠法とします。本サービスに関する訴訟が発生した場合は、当行本店の所在地 

を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。  

  

以 上  

（平成２０年１０月２７日制定）  

（平成２１年１０月 ５日改正）  

（平成２２年 ５月 ６日改正）  

（平成２６年１０月１４日改正）  

（令和２年４月１日改正）  

（令和２年１０月１日改正）  

（令和３年４月１９日改正） 

 


